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介護保険制度の三つの基本理念

①利用者本位

②利用者の選択の尊重

③自立支援



①利用者本位

介護保険法 第1条
『その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように』

②利用者の選択の尊重

介護保険法 第2条
『利用者の選択に基づき』

③自立支援

☆利用者の望む暮らしについて自己決定ができるように
☆利用者の意向を代弁しサービス利用の権利擁護
☆利用者の意欲を引き出し、最大限に発揮
☆利用者の要介護状態等の軽減、または悪化の防止



大津市 包括支援センター



障害者総合支援法 介護保険法
対象者 ・身体障害者、知的障害者、精神障害者

（発達障害者を含む）、難病等

・18歳以上の方で介護給付といわれる下記

のサービスを利用するには障害支援区分が
でていることが必要。

・65歳以上の人（第１号被保険者）

→日常生活に支援が必要な状態（要支援状

態）になった場合。

・40歳～64歳までの人（第２号被保険者）
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が

原因とされる病気（※特定疾病）により、要介

護状態や要支援状態になった場合。

サービス利用の基準 障害支援区分（非該当、区分１～６） 要介護度（要支援１・２、要介護１～5）

サービス利用の上限 ・利用者・家族の意向を踏まえ、支給決定

基準を参考にしながら、市がサービスの種類

・要介護状態区分別に支給限度額が設定。支

給限度額を超えてサービスを利用すると全額

自費となります。

障害福祉と介護保険の違い①



介護保険 特定疾病



介護保険 特定疾病



介護度とは

介護度（要介護状態等区分とも言います）とは、要介護認定、要支援認定（以下「要介護認定等」と言います）で

判定される介護の必要性の程度等を表します。

なお、要介護認定等の結果、要介護者、要支援者のいずれにも該当しない「非該当」と判定される場合もあります。

要介護状態に応じてサービスを決定

図にしめすとおり、要介護状態等区分（要介護1～5、要支援1～2）に応じて、在宅の場合には支給限度額、施設

の場合には保険給付額がそれぞれ決められます。要介護認定等は、サービスの給付額に直接結びつくことから、

その判定基準については全国一律に客観的に定められています。

•要介護：（要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の5段階）継続して常時介護を必要とする状態であり、

介護給付を利用できます。

•要支援：（要支援1、要支援2の2段階）日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であり、今の状態を

改善あるいは維持するための予防給付を利用できます。

•非該当：総合事業を利用できます。



要介護認定の流れ

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び
主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果（一次判定）と主治医の意見書等に基づき
審査判定を行う。







表：要介護度別の支給限度額

要介護度 支給限度額

要支援1 5032単位

要支援2 10531単位

要介護1 16765単位

要介護2 19705単位

要介護3 27048単位

要介護4 30938単位

要介護5 36217単位

月々の要介護度別の支給限度額と自己負担額

月々の要介護度別の支給限度額と自己負担額は次の表のとおりです。
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措置制度と介護保険制度の違い



障害福祉と介護保険の違い②
障害者総合支援法 介護保険法

サービスの決定 ・相談支援専門員と相談して作成した

サービス等利用計画に基づき、行政が

サービスの種類・支給量を決定します

・ケアマネージャーと相談して作成した

ケアプランに基づき、サービスを利用。

主なサービス内容 １．介護給付：身体介護、短期入所、

生活介護、療養介護、

施設入所支援等

２．訓練等給付：生活訓練、共同生活
援助等

３．地域生活支援事業：移動支援、

日中一時支援

４．相談支援（サービス等利用計画

作成）

１．居宅サービス：訪問介護、訪問入浴、

訪問看護、通所介護、デイケア、

短期入所等

２．地域密着型サービス：小規模多機能
型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護等

３．施設サービス：別養護老人ホーム

(特老)、介護老人保健施設(老健)等

４．居宅介護支援（ケアプラン作成）

利用者負担 原則1割負担

（世帯の課税状況に基づき、事前に

負担上限月額を決定）

利用者負担は、介護サービスにかかった

費用の１割（一定以上所得者の場合は

２割または３割）です。
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「適切なケアマネジメント手法」の手引き



介護保険サービスの内容









訪問介護（ホームヘルプ）

自宅に訪問
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員（ホームヘルパー）が
利 用 者の 自 宅を訪 問し、 食 事・ 排 泄 ・入 浴 など の介 護（ 身 体 介 護）や 、 掃 除 ・洗 濯 ・買い 物・ 調 理など の生 活の 支 援
（ 生 活 援 助 ） を し ま す 。 通 院 な ど を 目 的 と し た 乗 車 ・ 移 送 ・ 降 車 の 介 助 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 所 も あ り ま す 。

ここに注意！
訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできません。
•直接利用者の援助に該当しないサービス（例）利用者の家族のための家事や来客の対応等
•日常生活の援助の範囲を超えるサービス（例）草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備等



訪問入浴介護
自宅に訪問 (予防)

訪 問 入 浴 介 護 は 、 利 用 者 が 可 能 な 限 り自 宅 で 自 立 した 日 常 生 活 を 送 る ことが できる よ う 、 利 用 者 の 身 体 の

清 潔 の 保 持 、 心 身 機 能 の 維 持 回 復 を 図 り、 利 用 者 の 生 活 機 能 の 維 持 又 は 向 上 を 目 指 して 実 施 され ま す 。

看 護 職 員 と 介 護 職 員 が 利 用 者 の 自 宅 を 訪 問 し 、 持 参 し た 浴 槽 に よ っ て 入 浴 の 介 護 を 行 い ま す 。

要支援1・2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



訪問看護
自宅に訪問(予防)

訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看
護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

<訪問看護ステーションから>要支援・要介護のいずれの認定を受けても利用者負担は同額です。<訪問看護ステーションから>要支援・要介護のいずれの認定を受けても利用者負担は同額です。

<病院または診療所から>要支援・要介護のいずれの認定を受けても利用者負担は同額です。<病院または診療所から>要支援・要介護のいずれの認定を受けても利用者負担は同額です。

<定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携><定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携>



訪問リハビリテーション
自宅に訪問(予防)

訪問リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けた

リハビリテーションを行います。

要支援1・2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



夜間対応型訪問介護

自宅に訪問(地域)

夜間対応型訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることが

できるよう、夜間帯に訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と
「随時対応」の2種類のサービスがあります。

ここに注意！
夜間対応型訪問介護は、要支援1・2の人は利用できません。また、次のサービスを受けることはできません。
•直接利用者の援助に該当しないサービス（例）利用者の家族のための家事や来客の対応等
•日常生活の援助の範囲を超えるサービス（例）草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備等

要介護1～5の認定を受けた方



定期巡回・随時対応型訪問介護看護

自宅に訪問(地域)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的

な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで
柔軟に提供します 。また、サービスの 提供にあたっては 、訪問介護員 だけでなく看護師なども連携しているため、

介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

ここに注意！

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要支援1・2の人は利用できません。

要介護1～5の認定を受けた方



通所介護（デイサービス）

施設に通う

通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の

解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。利用者が通所介護の施設（利用定員

19人以上のデイサービスセンターなど ）に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上 の支援や、生活機能

向上のための機能訓練や口腔機能向上 サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上 グループ活動などの

高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

ここに注意！

通所介護は、要支援1・2の人は利用できません。

要介護1～5の認定を受けた方



通所リハビリテーション（デイケア）

施設に通う(予防)

通所リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリ

テーションの施設（老人保健施設、病院、診療所など）に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上

のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

要支援1・2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



地域密着型通所介護

施設に通う(地域)

地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの

利用者 の孤立感 の解消 や 心身機 能 の維持 、家 族 の介護 の負担軽 減 などを 目的 として 実施 します 。 利用者 が

地域密着型通所介護の施設（利用定員19人未満のデイサービスセンターなど）に通い、施設では、食事や入浴などの

日常生活上 の支援や、生活機能向上 のための機能訓練 や口腔機能向上 サービスなどを 日帰りで提供します 。

施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

ここに注意！

地域密着型通所介護は、要支援1・2の人は利用できません。

要介護1～5の認定を受けた方



療養通所介護

施設に通う(地域)

療養通所介護 は常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等 の重度要介護者又 は

がん末期患者を対象にしたサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅に

こもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として

実施します。利用者が療養通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上

のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も

行います。

要介護1～5の認定を受けた方(常に看護師による観察を必要とする難病等

の重度要介護者又はがん末期患者を対象)



認知症対応型通所介護

施設に通う(予防)(地域)

利用者が療養通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための

機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で

自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設（デイサービスセンターやグループホーム

など）に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上

サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復

だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

要支援1・2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



小規模多機能型居宅介護

訪問・通い・宿泊を組み合わせる(予防)(地域)

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、

施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との

交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

要支援1・2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

訪問・通い・宿泊を組み合わせる(地域)

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、

利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問（介護）」に加えて、

看護師などによる「訪問（看護）」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の

一体的なサービスの提供を受けることができます。

ここに注意！

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）は、要支援1・2の人は利用できません。

要介護1～5の認定を受けた方



短期入所生活介護（ショートステイ）

短期間の宿泊(予防)

短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の

孤 立 感 の 解 消 や 心 身 機 能 の 維 持 回 復 だ け で な く 、 家 族 の 介 護 の 負 担 軽 減 な ど を 目 的 と し て 実 施 し ま す 。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事など

の日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

ここに注意！

利用日数に気を付けましょう。短期入所生活介護（ショートステイ）の連続利用日数は３０日までです。

要支援1・2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



短期入所療養介護

短期間の宿泊(予防)

短期入所療養介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、療養生活の質の向上及び

家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の

世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。

ここに注意！

利用日数に気を付けましょう。短期入所療養介護（ショートステイ）の連続利用日数は３０日までです。

要支援1・2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

施設等で生活

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な

方 の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上 の支援や、機能訓練 、療養上 の世話などを提供します 。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを

提供することとされています。

ここに注意！

介護老人福祉施設は、要支援1・2の人は利用できません。
また、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できません。

介護老人福祉施設を利用する時には、施設サービス費の他、
居住費・食費・日常生活費などがかかります。
<①施設サービス費>
※サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります。

要介護1～5の認定を受けた方
<②居住費・食費>



介護老人保健施設（老健）

施設等で生活

介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を

送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。

ここに注意！

介護老人保健施設は、要支援1・2の人は利用できません。

介護老人保健施設を利用する時には、施設サービス費の他、
居住費・食費・日常生活費などがかかります。
<①施設サービス費>
※サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります。

要介護1～5の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方<②居住費・食費>



介護療養型医療施設

施設等で生活

介護療養型医療施設が、長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立した

日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供します。介護療養型医療施設は、入所者の

意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされています。

ここに注意！

介護療養型施設は、要支援1・2の人は利用できません。

介護利療養型医療施設を利用する時には、施設サービス費の他、
居住費・食費・日常生活費などがかかります。
<①施設サービス費>
※サービス費用は、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります。「看護6:1」とは「入所者の数が6又は端数を
増すごとに1以上」を示します。



介護療養型医療施設②

要介護1～5の認定を受けた方

<②居住費・食費>



特定施設入居者生活介護

施設等で生活(予防)

特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた

有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

要支援1・2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



介護医療院

施設等で生活

介護医療院は、長期にわたって療養が必要である方の入所を受け入れ、利用者が可能な限り自立した日常生活を

送ることができるよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを

提供します。介護医療院は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することと

されています。

ここに注意！

介護医療院は、要支援１・２の方は利用できません。

介護医療院を利用する時には、施設サービス費の他、
居住費・食費・日常生活費などがかかります。

<②居住費・食費>

要介護1～5の認定を受けた方



認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
認知症対応型共同生活介護 は、認知症 の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです 。利用者 が

可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と

地 域 住 民 との 交 流 の もと で 、 食 事 や 入 浴 な どの 日 常 生 活 上 の 支 援 や 、 機 能 訓 練 な ど のサ ー ビ ス を 受 け ま す 。

グループホームでは、1つの共同生活住居に5～9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。

ここに注意！
介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援1の人は利用できません

要支援2の認定を受けた方

要介護1～5の認定を受けた方



地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型
特別養護老人ホーム）

地域密着型サービス：地域に密着した小規模な施設等(地域)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、

入所定員30人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や

食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した

運営を行うこととされています。

ここに注意！
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、要支援1・2の人は利用できません。

また、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用する時には、

施設サービス費の他、居住費・食費・日常生活費などがかかります。



要介護1～5の認定を受けた方

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型
特別養護老人ホーム）②



福祉用具貸与

福祉用具を使う(予防)

福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、

利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、

福 祉 用 具 を 貸 与 しま す 。 福 祉用具 を 利 用 す る ことで 日 常 生 活 上 の 便 宜 を 図 り、家 族 の 介 護 の 負 担 軽 減 な どを

目的として実施します。

※福祉用具の貸与に係る費用の１割（一定以上所得者の場合は２割又は３割）を利用者が負担します。

※費用は対象品目によって異なります。また、要介護度別に１ヵ月間の支給限度額が決まっているため、

他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。



特定福祉用具販売

福祉用具を使う(予防)

特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を

受 けた 事業者 が 、入浴 や 排泄 に用 いる 、貸 与 になじまない 福 祉用具 を販売 します 。福祉 用具 を 利用 す ることで

日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

※利用者がいったん全額を支払った後、費用の9割（一定以上所得者の場合は8割又は7割）が

介護保険から払い戻されます。（償還払い）

※同一年度で購入できるのは10万円までです。（利用者負担が１割の方の場合、9万円が介護保険から給付されます。）



介護保険負担限度額認定申請について

介護保険施設に入所した時や、ショートステイを利用した時の食費、

居住費(滞在費) は、 原則として自己負担となっています。しかし、

所得及び資産が基準以下の方については、「負担限度額認定」を

受けることにより、一定額まで負担を抑えることができます。

なお、令和3年8月サービス利用分より、介護保険制度改正に伴い

対象要件と食費の基準費用額及び負担限度額が変更となりました。

対象者

市民税非課税世帯で、預貯金等が基準額以下の方が対象です。

（市民税課税の世帯及び預貯金等が基準額を超える方は対象外です。）

(表)対象となる介護サービス及び対象となる費用



利用者負担段階と対象者（令和3年8月利用分以降）

費用負担（令和3年8月利用分以降）



介護保険負担限度額改定と
認定申請書


